
　
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら

全
国
の
救
急
車
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
救

急
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
西
部
消
防
局
の
救
急
車
で

も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
正
確

な
情
報
を
得
て
、
傷
病
者
を

早
く
適
切
な
医
療
機
関
に
搬
送
す
る
実
証
事
業
が

始
ま
り
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
救
急
実
証
事
業
と
は

　
マ
イ
ナ
救
急
は
救
急
隊
が
必
要
と
認
め
た
場
合
、

救
急
隊
が
持
つ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
で
マ
イ
ナ
保
険

証
を
読
み
込
む
こ
と
で
傷
病
者
の
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
の
ほ
か
受
診
歴
・
診
療
情
報
・
薬
剤
情

報
・
特
定
健
診
情
報
な
ど
を
閲
覧
し
、
総
合
的
に

判
断
し
て
、
傷
病
者
に
最
も
適
応
す
る
医
療
機
関

を
選
定
し
て
搬
送
す
る
事
業
で
す
。

　
マ
イ
ナ
救
急
を
行
う
こ
と
で
、
傷
病
者
が
苦
し

く
て
会
話
が
む
ず
か
し
い
と
き
や
、
家
族
が
十
分

に
傷
病
者
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
き
に
も
正
確

に
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
救
急
の
流
れ

　
①
傷
病
者
が
情
報
閲
覧
に
同
意
す
る

　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読
み
取
る

　
③
救
急
隊
が
医
療
情
報
を
閲
覧
す
る

　
④
救
急
隊
が
適
切
な
応
急
処
置
や
医
療
機
関
を

　
　
選
定
す
る

マ
イ
ナ
救
急
の
メ
リ
ッ
ト

　
傷
病
者
の
か
か
り
つ
け
の
病
院
や
処
方
さ
れ
て

い
る
薬
が
正
確
に
わ
か
り
、
よ
り
適
切
な
病
院
選

マ
イ
ナ
救
急
が
始
ま
り
ま
し
た

定
や
適
切
な
応
急
処
置
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
搬
送
先
医
療
機
関
で
治
療
の
事
前
準
備

が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
救
急
を
実
施
で
き
る
条
件

①
傷
病
者
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
所
持
し
て

　
い
る
こ
と

②
健
康
保
険
証
の
利
用
を
登
録
し
て
い
る
こ
と

③
傷
病
者
の
同
意
が
得
ら
れ
る
こ
と

　※

傷
病
者
が
重
篤
な
症
状
な
ど
で
同
意
が
得
ら

れ
な
い
場
合
は
、
状
況
に
応
じ
て
情
報
を
閲
覧
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
救
急
隊
は
マ
イ
ナ
救
急
で
救
急
活
動
に
必
要
な

情
報
の
み
閲
覧
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
本
体
に
は
税
金
や
年
金

の
情
報
、
病
歴
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
の
高
い
情

報
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
救
急
活
動
で
は

基
本
的
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
や

顔
認
証
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
救
急
隊
は
救
急

活
動
に
必
要
な
情
報
以
外
は
閲
覧
で
き
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
携
帯
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
救
急
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
健
康
保

険
証
の
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
を
携
帯
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
も
し
も
の
時
に
備
え
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
と
マ
イ

ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
、
マ
イ
ナ

保
険
証
の
普
段
か
ら
の
携
帯
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
役
場 

総
務
課 

８
２―

１
１
１
１

西部消防局からのお知らせ

　寒くなり、暖房器具を使い始める時期となります。使用する前に点検し、使用方法などをご
確認ください。

問合せ　鳥取県西部広域行政管理組合消防局　予防課
　　　　TEL 0859－35－1954　FAX 0859－35－1961

【暖房器具 点検してからご使用を！】

　空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期です。火の取り扱いには十分注意してください！

【火災が発生しやすい季節です】

※カーテンや布団、紙類などの燃えやすいものをそばに置かないでください。
※暖房器具をつけたまま就寝すると、気づかない間に布団などが暖房器具に接触して発火する
　恐れがあります。
※ 暖房器具の上に洗濯物を干すと、洗濯物が落ちて発火する恐れがあります。
※ 持ち越した灯油などは使用しないでください。

【暖房器具取り扱いの注意点】
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